
 

 

平成 29 年９月 14 日 

食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会開催要領 

 

 

１． 趣旨 

我が国の食品用器具及び容器包装の規制の在り方については、食品用器具及び容器包装の安

全性を高めるための具体的な仕組みを検討することを目的として、学識経験者、消費者、地方

自治体、業界関係者等の幅広い構成員からなる「食品用器具及び容器包装の規制に関する検討

会」を平成28年８月から開催し、平成29年６月16日に取りまとめが公表された。 

本取りまとめにおいては、ポジティブリスト制度の導入等について提言されているが、制度

を導入するに当たっての技術的事項について更なる検討が必要とされている。そのため、技術

的事項の検討を目的として、「食品用器具及び容器包装の規制の在り方に関する技術検討会」

を開催する。 

 

２． 検討事項 

（１） ポジティブリスト制度の対象範囲及び具体的な仕組み 

（２） 具体的なリスク管理の方法（ポジティブリストの作成方法、添加量・溶出量規制等） 

（３） その他 

 

３． 検討会の運営 

（１） 検討会は、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官が別紙の構成員の参集を求め

て開催する。 

（２） 検討会には座長を置き、構成員の互選により定める。座長は、検討会を代表し、会務を

統括する。 

（３） 座長が不在のときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。 

（４） 構成員本人が検討会に出席できないときは、その申出により座長が認めた場合に構成員

が推薦する者を参考人として出席させることができる。 

（５） 検討会は、必要に応じ、学識経験者等の専門家の出席をその都度求めることができる。 

（６） 検討会の庶務は、厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課において行う。 

（７） 検討会は、原則公開とし、会議資料及び議事録についても、後日ホームページにおいて

公表する。ただし、議事内容により非公開とする必要があると座長が認めた場合は、開催予

定とともに非公開である旨及びその理由を公開するものとする。 

（８） この要領に定めるもののほか、検討会の開催に関し必要な事項は、座長が検討会の了承

を得て定める。 
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